
【年長組】２０日（木） 雨天…２１日  ※行き先…松前公園 

【年中組】２７日（木） 雨天…２８日  ※行き先…西須賀公園 

＜持ち物＞ お弁当・水筒・おしぼり・おやつ数個（ガムは入れないでください。） 

      ハンカチ（ズボンのポケットに入れてきてください。） 

      シート（自分で畳める小さめのもの） 

＊通園カバンに入れてきてください。 

＊当日が雨天の場合でも、園内で楽しみますので遠足の用意をお願いします。 

＊９時４５分に園を出発しますので、徒歩通園の方は時間に遅れないように登園してください。  

 

    
  

３月の行事予定  
３日（月）誕生日会 
６日（木）【年少・プレ年少組】遠足(雨天７日) 

１３日（木）卒園式準備の為午前保育（預かり保育あり） 

１４日（金）卒園式（年中・年少・プレ年少組は休園） 

１９日（水）終業式（午前保育・預かり保育あり） 

★令和７年度始業式４月１０日（木） 

★令和７年度入園式４月１１日（金） 

 

豆 ま き 
もうすぐ節分です。済美幼稚園では２月３日に豆まき会

を行い、節分にちなんだお話を聞いたり豆のかわりにあら

れを食べたりして楽しみます。 

当日は、本物の鬼（!？）も登場する予定です。 

みんなで豆をまいて、泣き虫鬼・弱虫鬼など、心の中にい

る鬼を追い払いたいと思います。 

   

２月の行事予定  
 
３日（月）豆まき会 
5 日（水）園納金引落日 

１１日（火）建国記念の日 
１４日（金）【年中組】発表会  
１９日（水）誕生日会 

 ２０日（木）【年長組】遠足（雨天２１日） 
２３日（日）天皇誕生日 

1  ２４日（月）振替休日 
2  ２５日（火）３月分預かり保育料納入日 
3  ２７日（木）【年中組】遠足（雨天２８日） 

4  ２８日（金）【年少・プレ年少組】発表会 
5   

＊園庭開放日…６日・７日・１３日・１４日                   
6        ２０日・２１日・２７日・２８日 
7   

 

寒さが一段と増す時期ですが、冬の冷たい風にも負けず、

元気に登園してくる子どもたちの明るい声が園内に響き渡

っています。風邪やインフルエンザの予防に十分配慮しな

がら、元気いっぱい過ごしていきたいと思います。 

 

                                                                                               

 

令和６年度                                               

  

                                 

   

 

 

  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                              

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の園だより 

遠足について 

        日だまりの 木々に春探す ２月です 

 

 今年の（「立春」の前の日にあたる）「節分」は２月２日です。例年

は２月３日ですが、地球と太陽の位置関係で暦がずれる影響で今年

は１日に早くなっています。節分には、豆まきをします。２日が日

曜日なので、本園には３日（月）に鬼がやって来ます。 

 さて、「立春」（今年は２月３日）は、季「節」の「分」かれ目で、

暦の上では春が始まります。立春といえば、他県にはない愛媛のあ

るある行事で、中学校ではこの日に「少年式」が行われてきました。

（他県の人が「少年式」と聞くとポカンとすると思います。） 中学

校の三大儀式的行事は、１年生の入学式、２年生の少年式、３年生

の卒業式という位置づけでした。松山では、少年式を行う学校も減

っており、少年式の由来や意義を認識している先生も少なくなって

いると思われ、残念に思います。（「少年式」はこれからも受け継ご

う！ 復活させよう！） 少年式の由来を紹介します。昭和３９年

愛媛県が「子どものしあわせを守る県民運動」の一環として、日本

児童文芸協会（東京）提唱の「１４歳立春式」を参考に、立春の日

を「少年の日」と定め、県下全市町村社会福祉協議会に実施要領が

送られました。昭和３９年２月５日（閏年）第１回「少年の日」、松

山市立御幸中学校（のちの東中学校）、拓南中学校の２校において、

初の「立春式」が行われました。この名称は当時の県社会福祉協議

会会長の戒田敬之氏によって新たに「少年式」と命名され、「自覚」

「立志」「健康」が三大目標とされました。（少年式でこれを唱和し

たり、「少年の日の歌」を歌ったりした記憶がある人もいるのでは…）  

 刑法で刑事責任が生じるのは１４歳からであり、昔の公家や武家

社会では、この年齢になると「元服」といって一人前になったとい

う自覚を持たせる行事が行われていました。そんなことも踏まえて

の「少年式」です。 

 伊予路に春をよぶ椿まつりも始まります。春よ、来い。 

                                 園長 忽那義博   

Instagram HP 

済美幼稚園 

＜今月の目標＞ 

 

友達と相談しながら遊びを進めていくことを楽しむ。 


